
一般社団法人出羽三山羽黒山伏会「目的及び事業」 

当法人は、出羽三山に連綿と受け継がれ、四季折々に古儀を厳修する出羽三山
神社御斎行の羽黒派古修験道へ集う輩の羽黒山伏衆が、相互の親睦と羽黒修験

の研鑚を図りながら、「羽黒派古修験道」の御隆盛に貢献し、出羽三山の大神様
のご加護の許に、自他ともに無上の幸福を追求する目的に資するため、次の事業
を行う。 

 

 ⑴ 年に一回の定例行事(羽黒山 出羽神社・三神合祭殿の「正式参拝」、「定時 

社員総会」、「羽黒修験研修会」、「親睦会」、「羽黒山頂清掃作務」・「朝御饌祭 

参列」)を計画し、これを斎行する事業 

⑵「羽黒派古修験道」に関する宗教文化の振興を図る出羽三山信仰事業の開催 

⑶ 前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業 

 

組織構成 

最高議決機関→「社員(会員)総会」⇔「理事会(理事及び監事)」 

業務執行役員→顧問⇔参与⇔相談役⇔会長⇔副会長⇔専務理事⇔常務理事⇔ 

監事⇔都道府県支部長⇔本部事務局長 

業務連絡機関→本部事務局⇔会員⇔都道府県支部事務局 

 


